
No. 使用規則 保安規定審査基準 保安規定

第１章　総則

（適用範囲）
第２条　本規定は、ＭＨＩ原子力研究開発株式会社（以下、「当社」という。）燃料ホットラボ施設（以
下「当施設」という。）において、保安に係る運用に関して適用する。

第６章　　放射線測定

（外部放射線に係る線量当量率等の測定）
第３７条　放射線管理グループ長は、管理区域内における線量当量率等の管理のため、放射線測
定器の使用方法を含め別表第９に定めるところにより、測定する。
２　放射線管理グループ長は、別表第１０に従って周辺監視区域の境界付近及びその周辺におけ
る線量当量率等を測定する。
３　試験部長及び安全管理部長は、前２項の測定及び確認により、異常が認められた場合には、
直ちに原因の調査及び原因の除去等の措置を講じる。
４　試験部長及び安全管理部長は、前項の調査及び講じた措置について、社長及び核燃料取扱
主務者に報告する。

（線量の評価）
第３９条　放射線管理グループ長は、従業員の放射線業務従事者等に係る線量について、別表第
１１に定める項目、頻度に従って評価し、法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。
２　安全管理部長は、放射線業務従事者に係る前項の評価の結果を、社長及び核燃料取扱主務
者に報告するとともに、当該放射線業務従事者に通知しなければならない。
３　試験部長及び安全管理部長は、第１項の線量が著しく過大であった場合は、原因を調査し、必
要があれば適切な措置を講じ、原因の調査の結果及び講じた措置について、社長及び核燃料取
扱主務者に報告しなければならない。

使用規則第２条の１２第１項第８号 線量、線量当量、汚染の除去等
１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置（個人線量計
の管理の方法を含む。）が定められていること。
２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え
方を示す概念（as low as reasonably achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神
にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。
３．使用規則第２条の１１の４第１号ハに基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度
の明確な基準が定められていること。
４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に関する事項が定め
られていること。
５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際に講ずべ
き事項が定められていること。
６．核燃料物質等（核燃料物質及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場又は事業所の外への
運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められて
いること。なお、この事項は、第１０号又は第１１号における運搬に関する事項と併せて
定められていてもよい。
７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同項により認
可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認可を受けた申請書等にお
いて記載された内容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる
放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが定められている
こと。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１１号におけ
る放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。
８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設における「放
射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平
成２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参考
として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にする
ため、第１１号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。
９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。

線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物
の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
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保安規定審査基準との対比表


